
「河東幼保連携型認定こども園の整備・運営方針（案）」への 

　意見募集結果

標記の件につきまして、市民意見公募（パブリックコメント）を実施しましたので、

その結果及びお寄せいただいたご意見に対する市の考えをお知らせいたします。 

１．意見募集期間

　　令和４年11月 24日（木）から令和４年12月 23日（金）まで

２．提出意見

　　３名の方から５件のご意見がありました。

３．意見の内容及び市の考え方

No. 項目 意見の要旨 市の考え方

１ 河東地区住
民と保護者
の意見につ
いて

　河東地区で、令和４年11月
17日及び11月 20日に住民と
市との意見交換会が開催さ
れ、その４日後に本案の意見
募集が実施されている。
　意見交換会での意見は聞置
く程度のものだったのか。
　上記の意見交換会等が、資
料中の検討経過に記載がない
が、河東地区外の市民は、河
東地区住民や保護者が納得の
上、本案が出されているもの
と捉えるのではないか。
　河東地区住民、保護者の意
見も明らかにすべきです。

　　

　11月開催の意見交換会及び市民
意見公募は、同一の整備・運営方
針（案）で実施したものでありま
す。

　なお、意見交換会等での主なご
意見につきましては、保護者の
方々からは、保育室を増築する際
の保育活動への配慮や、民営化後
の認定こども園を良いものにして
いきたい等の意見、民営化に対す
る不安や、公立を希望する等の意
見がありました。

　河東地区の方々からは、民設民
営とする案に肯定的な意見や、保
護者の希望を公募条件に取り入れ
て欲しいとの要望のほか、公立施
設の維持を求める、民営化への丁
寧な説明を求めるなどの声をいた
だいております。

２ 河東第三幼
稚園と広田
保育所の統
合について

　河東地区にある、河東第三
幼稚園と広田保育所を統合す
るのは、地域住民に保育・教
育の場が見えにくくなるので
反対です。
　小中学校もそうですが、そ
の地域にあるから「協力しよ
う、見守ろう」という意識が
高まるのではないでしょう
か。

　核家族化や働き方の多様化など
により、子育て世帯では、教育と
保育の両方が必要となる家庭が増
えています。
　このような中、河東第三幼稚園
の園児数が、令和２年度に定員50
名のところ12名まで減少し、幼
児教育の基本となる集団生活を通
して、幼児の主体性や社会性など
を育むことが困難になることが予
想されたため、２施設を統合し、
集団生活の機会を確保するととも
に、教育も保育も両方提供可能な
認定こども園とすることとしたも
のであります。



３ 保護者意見
等の反映に
ついて

　保護者や地区住民の意見が
方針にどのように反映された
のかが資料には記載されてお
らず、市の考えだけのように
思われます。
　今後活用していく地域の方
の声が大切です。
　意見交換会への参加人数も
限られているようなので、全
戸にアンケートをとってみて
はいかがでしょうか。
　

　令和２年度から、保護者や地域
住民の方々との意見交換会を開催
してきました。

　開催に当たっては、河東地区全
戸への意見交換会開催チラシの配
布・回覧や、平日と休日の開催
等、参加機会の確保に努めてきま
した。
　また、保護者の方々との意見交
換会では、参加が出来なかった方
からも、後日ご意見をいただくな
ど、意見集約に努めてきました。

　意見交換会では、施設の統合や
民営化に対する賛否のご意見をい
ただき、不安の声に対しては、市
の考えを丁寧に説明してきたとこ
ろであります。
　また、民営化の際には、運営法
人の決定後、移行期間をしっかり
取ってほしいとの保護者の方々の
声を踏まえ、スケジュール案を見
直したものであります。

４ 経費負担に
ついて

　保護者の経費負担はどうで
しょうか。
　子どもを幼稚園に入園させ
るとき、会津若松市には私立
しかないと聞いて驚きまし
た。
　公立と比べて、保育料等も
高額だったと思います。例え
ば、河東第三幼稚園と市内に
ある認定こども園の保護者負
担経費を提示したりしたので
しょうか。
　遠くなると送迎バスも高く
なります。民営化すること
で、負担が増える分を市で補
助する等の対策があったらい
いと思います。
　基本的には利潤追求の私立
より公立で子どもを育てる方
が良いと考えています。

　保育料は公立、私立に関わら
ず、同じ基準で市が算定しており
ます。
　その他の実費につきましては、
各施設で設定しており、市ホーム
ページや窓口で情報提供しており
ます。
　なお、実費徴収をする場合は、
保護者へ説明し、理解を得た上で
徴収することとしております。

５ 職員の処遇
について

　少子化の流れが加速する
中、施設の集約は避けること
ができないと理解する。
　その中で、民営での運営方
針との案であるが、民間保育
士の労働条件、特に賃金面で
の公務員（正規職員）との格
差があることは、世間一般で
言われていることであろう。
　現場で直接携わる保育士の
身分の安定は欠くことのでき
ない条件と思われる。保育士
の方々の経済面の不安定が、
日々の保育、教育の中で、子
どもたちに影を落とさないか
大変心配される。

　保育士等の処遇改善について
は、本市では、私立施設全施設に
対して、保育士等の賃上げ効果が
継続する取組への支援を行ってお
ります。
　このほか、保育士の宿舎借上げ
への支援をはじめ、保育士等が安
心して仕事に従事できるよう、支
援を行っております。

　また、私立施設では、外部研修
や市主催の乳児保育研修会の受講
等により、保育士等の専門性の向
上に努めております。



　最近報道される不適切保育
の件も、処遇面での不十分さ
が影響しているのではない
か。
　不足する人材確保の観点か
らも、公立公営での運営とす
ることが、将来を担う子ども
たちに対する大人の責任では
ないでしょうか。

　本市においては、現在、施設利
用児童の９割以上が私立施設を利
用しており、私立施設が教育・保
育の受け皿確保に大きな役割を
担っております。
　市といたしましては、引き続
き、私立施設における職員の処遇
改善や、教育・保育の専門性の向
上への取組を推進してまいりま
す。


